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第一部　【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

「らくちんファンド」（以下「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。）

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

契約型追加型証券投資信託受益権（以下、「受益権」といいます。）です。

当初元本は１口当たり１円です。

格付けは取得していません。

当ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に

関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め

「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機

関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規

定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿

に記載または記録されることにより定まります。（以下、振替口座簿に記載または記録されること

により定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合

を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名

式の形態はありません。

(3)【発行（売出）価額の総額】

5,000億円を上限とします。

(4)【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。基準価額*は、委託会社にてご確認いただけま

す。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご

照会できます。

＜基準価額の照会先＞

クローバー・アセットマネジメント株式会社

電話番号 (本社)06-4790-6200/ (東京オフィス)03-3222-1220

営業時間 午前9時～午後5時

定休日 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日(以下、「祝

日」)並びに12月31日、1月2日、1月3日(以下「年末年始」)

ホーム

ページ
http://www.clover-am.co.jp/

*「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を計算日にお

ける受益権総口数で除して得た額で、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

(5)【申込手数料】

ありません。（無手数料）

(6)【申込単位】

1万円以上1円単位

（ただし、定期積立プランについては１千円以上1千円単位）
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(7)【申込期間】

平成23年5月23日（月）から平成24年5月20日（日）まで。

ただし、申込受付は、委託会社及び販売会社の営業日に限り行われます。

なお、申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

(8)【申込取扱場所】

＜申込取扱場所＞

クローバー・アセットマネジメント株式会社(※)

所 在 地 (本社) 〒540-0026 大阪市中央区内本町一丁目1番8号　アプリコ201

(東京オフィス)〒102-0075東京都千代田区三番町5番地37三番町葵ビル

電話番号 (本社)06-4790-6200/(東京オフィス)03-3222-1220

営業時間 午前9時～午後5時

定休日 土曜日、日曜日、祝日ならびに年末年始

(※) クローバー・アセットマネジメント株式会社は、「委託会社」であるとともに、自己が発行した

当該ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。

(9)【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する

口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10)【払込取扱場所】

前記（8）＜申込取扱場所＞にお支払い下さい。

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は下記の通りです。

株式会社 証券保管振替機構

(12)【その他】

①申込の方法

イ. 当ファンドの受益権の取得申込は、申込期間の毎営業日に受付けます。当該受益権の価額は、申

込日の翌々営業日における基準価額とします。申込は1万円以上1円単位で行うものとし、買付け

数で生ずる1口未満の端数は切上げます。

取得申込の受付は、原則として、午後3時までとします。受付時間を過ぎてからの申込は翌営業日

の取扱とします。

ロ. 受益権の取得申込者は販売会社との間で、「総合取引約款」による「総合取引」契約を締結し

ます。

②日本以外の地域における発行

該当事項はありません。

③振替受益権について

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述の「（11）振替機関に関する事項」に記載

の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。当ファンド

の収益分配金、一部解約金、償還金は、社振法および前述の「（11）振替機関に関する事項」に記載

の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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(参考)

◆投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し

ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（以下、「振替口座簿」と

いいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部　【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１．【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

＜ファンドの目的＞

当ファンドは、複数のファンドに分散投資を行う、ファンド・オブ・ファンズ(※)方式により、投

資家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的とし、信託財産の成長を

図ることを目標として運用を行います。

＜ファンドの基本性格＞

社団法人投資信託協会による商品分類、および属性区分は以下のとおりです。

商品分類表

単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉）

単位型投信

追加型投信

国　　内

海　　外

内　　外

株　　式

債　　券

不動産投信

その他資産

資産複合

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態

株式

一般

大型株

中小型株

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

不動産投信

その他資産

（投資信託証券

（株式一般））

資産複合

資産配分固定型

資産配分変更型

年1回

年2回

年4回

年6回（隔月）

年12回（毎月）

日々

その他

グローバル

（日本含む）

日　本

北　米

欧　州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東（中東）

エマージング

ファミリーファンド

ファンド・オブ・ファ

ンズ

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

商品分類の定義
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追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従

来の信託財産とともに運用されるファンド

内　外
目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による

投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの

株　式
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資

収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの

属性区分の定義

その他資産

（投資信託証券 株式）
投資信託証券を通じて、主として、株式に投資するもの

年1回
目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載が

あるもの

グローバル（日本含む)
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が

世界（日本含む）の資産を源泉とする旨の記載があるもの

ファンド・オブ

・ファンズ

目論見書または投資信託約款において、投資信託及び外国投資信

託の受益証券並びに投資法人及び外国投資法人の投資証券への

投資を主な目的とするもの

※商品分類・属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ

（アドレスhttp://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。

＜ファンドの特色＞
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＜イメージ図＞

各ファンドが主要投資対象とする各投資信託証券の運用の方針等については、第二部「ファンド情報」

　第１「ファンドの状況」　２「投資方針」　(2)「投資対象」（参考）指定投資信託証券についてをご

参照ください。

＜信託金限度額＞

信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更するこ

とができます。

(2)【ファンドの沿革】

　　平成20年4月24日　信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始

　　平成22年4月 1日　浪花おふくろ投信株式会社、かいたく投信株式会社、楽知ん投信株式会社の3社合

併に伴い、ファンドの委託会社としての業務を楽知ん投信株式会社から浪花おふ

くろ投信株式会社（新社名：クローバー・アセットマネジメント株式会社）に
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継承

(3)【ファンドの仕組み】

①ファンドの仕組み

＜事業内容＞

クローバー・アセットマ

ネジメント株式会社

※委託会社が自己の発行

した当該ファンドの受

益権を自ら募集するた

め、販売会社を兼ねて

おります。

＜委託会社＞

ファンドの設定、信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会

社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、目論見書及び

運用報告書の作成、信託財産の計算（基準価額の計算）、信託財産

に関する帳簿書類の作成等を行います。

＜販売会社＞

自己が発行した受益権の募集および販売の取扱いを行い、目論見書

の交付、運用報告書の交付、分配金・一部解約・償還金の支払いに

関する事務を行います。また、口座管理機関として、受益権の帰属を

明らかにするために口座管理簿への記載・記録業務を行います。

住友信託銀行株式会社

（再信託受託会社）

日本トラスティ・サービ

ス信託銀行株式会社

＜受託会社＞

委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計算等の業

務などを行い、分配金、解約金および償還金の委託会社へ交付を行

います。なお、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託

事務の一部を再信託いたします。

関係法人との契約の

概要

概要
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委託会社と受託会社との

契約

「証券投資信託契約」

運用に関する事項、委託会社及び受託会社としての業務に関する事

項、受益者に関する事項等が定められています。なお、この信託契約

は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ

監督官庁に届けられた信託約款の内容で締結されます。

②委託会社の概況

委託会社名：クローバー・アセットマネジメント株式会社

所  在  地：本社：大阪市中央区内本町一丁目1番8号　アプリコ201

a.資本の額（平成23年4月末日現在）

資本金 210百万円

発行する株式の総数 400,000株(甲種類)

320,000株(乙種類)

発行済株式の総数 59,918株(甲種類)

65,142株(乙種類)

b.会社の沿革

平成18年 3月28日：「浪花おふくろ投信株式会社」設立（資本金50百万円）

平成18年 9月 8日：増資70百万円（資本金120百万円）

平成20年 1月29日：金融商品取引業者<近畿財務局長（金商）第242号>

平成20年12月12日：増資30百万円（資本金150百万円）

平成21年 7月17日：増資35百万円（資本金185百万円）

平成22年 4月 1日：楽知ん投信株式会社、かいたく投信株式会社と合併。

浪花おふくろ投信株式会社を存続会社として「クローバー・アセッ

トマネジメント株式会社」に商号変更（資本金185百万円）。

平成22年 7月30日：増資25百万円（資本金210百万円）

c.大株主の状況（平成23年4月末日現在）

発行済株式の総数(a)
および資本金

甲種類株式： 59,918株(a)

乙種類株式： 65,142株＊
合計   ：125,060株

資本金：210百万円

氏名、商号または名称 住所
保有株式数
（b）

比率
（b/a）

石津　史子 奈良県　奈良市 9,000 株 15.0％

中井　朱美 大阪府　大阪市 7,000 株 11.7％

樋栄　邦直 北海道　旭川市 5,850 株 9.8％

＊乙種類株式は議決権を有しません。

２．【投資方針】

(1)【投資方針】

A.基本方針

当ファンドは、複数のファンドに分散投資を行う、ファンド・オブ・ファンズ方式により、投資
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家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的とし、信託財産の成長を

図ることを目標として運用を行います。

B.投資態度

長期的に安定した運用が行われているファンドであり、かつ将来にわたってもその運用が継続

される可能性が高い複数のファンドを選定します。

運用にあたっては、景気変動のサイクルに沿った、アセットアロケーションの切り替え（現預金

と組入れファンドの投資比率の変更）を大前提とし、景気サイクルのダイナミズムを先取りす

る形で、資産配分を行っていきます。運用にあたり、特定のベンチマークを設けることはしませ

ん。

短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。

1．景気変動のサイクルに沿った、アセットアロケーションの切り替えを大前提とします。厳し

い基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りす

る形で、資産配分を行っていきます。

2．ファンド・オブ・ファンズの対象ファンドの選択に当たっては、ファンド運用方針が明確

で、一貫性があることを重視し、ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンスへの寄与を明

確にします。ファンド選択の基準としては、運用資金が安定的に推移し、そのファンドの顧

客から継続して支持を受けていることも重要な条件とします。また、運用内容のチェックと

して、基準価額の推移が運用方針と整合性を持っているかどうかも重要な判断基準としま

す。

(2)【投資対象】

主として国内外の株式等を投資対象とする投資信託証券を投資対象とします。

当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。

・ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ（追加型株式投資信託/適

格機関投資家限定）

・ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドＳＡ（追加型株式投資信託/適格機関投資家

限定）

・ＴＭＡ長期投資ファンド（適格機関投資家限定）

・さわかみファンド

＊上記は、平成23年4月末日現在の指定投資信託証券です。

①この信託において投資の対象とする資産の種類（投資信託及び投資法人に関する法律第2条

第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。）は次に掲げるものとします。

1) 有価証券

2) 金銭債権

3) 約束手形

この信託においては、前項各号に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産以外の資産を

投資の対象とします。

1) 為替手形

②投資の対象とする有価証券および金融商品の指図範囲等

別に定める投資信託証券（金融商品取引法第2条第1項第10号および第11号で定めるものを

いいます。）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ

なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

2) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号の証券又は証書の性質を有する

もの
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3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権

証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等

を除きます。）尚、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買

い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入

れ）に限り行うことができるものとします。

③投資の対象とする金融商品

上記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定によ

り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す

ることができます

1) 預金

2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。）

3) コール・ローン

4) 手形割引市場において売買される手形

5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

④その他の投資対象

信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産に属する外貨建資産に

ついての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができま

す。

(参考)指定投資信託証券について

指定投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成23年4月末日現在で委託会

社が知りうる情報等を基に記載したものです。

今後、指定投資信託証券の各委託会社（運用会社）の都合等により、記載の内容が変更となる

場合があります。

また、ここに記載した指定投資信託証券は、平成23年4月末日現在のものであり、今後、繰上償

還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信

託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。

※指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザー

ファンドを通じて投資するものもあります。

※指定投資信託証券の名称について、「（適格機関投資家限定）」の部分を省略して記載す

る場合があります。また、「ファンド」という場合があります。

※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信

託する場合があります。

＜指定投資信託証券の概要＞

種類・項目
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運用の基本方針

ファンドの名称

ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッ

ツ・ファンドＳＡ（追加型株式投資信託/適格機

関投資家限定）

基本方針

①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の

運用指図権限を委託しているニッポンコム

ジェスト・エマージング マザーファンド（以

下「親投資信託」といいます。）受益証券への

投資を通して、主として新興諸国の株式に投資

し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目

的として運用を行います。

②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則と

して高位を維持することを基本としますが、相

場環境によっては親投資信託の組入比率の調

整を行います。

③実質組入外貨建資産については、原則として為

替ヘッジを行いません。

④信託財産が運用対象とする有価証券または信

託財産に属する資産の価格変動リスクもしく

は為替変動リスクを回避するため、および信託

財産に属する資産の効率的な運用に資するた

めの有価証券先物取引等は行いません。

⑤有価証券の貸付は行いません。

投資対象 親投資信託受益証券を主要投資対象とします。

投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②投資信託証券（親投資信託の受益証券を除き

ます。）への実質投資割合は、信託財産の純資

産総額の５％以下とします。

③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時に

おいて信託財産の純資産総額の20％以下とし

ます。

④新株引受権証券への実質投資割合は、信託財産

の純資産総額の20％以下とします。

⑤同一銘柄の新株引受権証券への実質投資割合

は、信託財産の純資産総額の10％以下としま

す。

⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託

財産の純資産総額の10％以下とします。

⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設け

ません。

⑧外国為替予約取引は約款第25条の範囲で行い

ます。

収益分配方針

毎決算時（原則として12月25日。ただし、同日が

休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下

の方針に基づき収益分配を行います。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含

めた配当等収益と売買益（評価益を含みま

す。）等の全額とします。

②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況

動向等を勘案して決定します。ただし、分配対

象額が少額の場合には、分配を行わないことも

あります。

③留保益の運用については、特に制限を設け

ず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の

運用を行います。
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ファンドにかかる費

用

信託報酬 総額：1.05％（消費税込）

販売手数料 なし

信託財産留保金 なし

その他の費用

①ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に

発生する売買委託手数料、および売買委託手数

料に対する税金等の費用は、信託財産が負担し

ます。

②その他、信託財産に関する租税、信託事務の処

理および信託財産の財務諸表の監査に要する

諸費用等（消費税に相当する金額を含みま

す。）並びに受託者の立替えた立替金の利息

（以下、「諸経費」といいます。）は受益者の

負担とし、信託財産中から支弁します。

その他

委託会社 日本コムジェスト株式会社

受託会社 野村信託銀行株式会社

信託期間 無期限

決算日
12月25日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業

日

種類・項目
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運用の基本方針

ファンドの名称

ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンド

ＳＡ（追加型株式投資信託/適格機関投資家限

定)

基本方針

①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の

運用指図権限を委託しているニッポンコム

ジェスト・ヨーロッパ マザーファンド（以下

「親投資信託」といいます。）受益証券への投

資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株式に

投資し、中長期的な信託財産の成長を図ること

を目的として運用を行います。

②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則と

して高位を維持することを基本としますが、相

場環境によっては親投資信託の組入比率の調

整を行います。

③実質組入外貨建資産については、原則として為

替ヘッジを行いません。

④信託財産が運用対象とする有価証券または信

託財産に属する資産の価格変動リスクもしく

は為替変動リスクを回避するため、および信託

財産に属する資産の効率的な運用に資するた

めの有価証券先物取引等は行いません。

⑤有価証券の貸付は行ないません。

投資対象 親投資信託受益証券を主要投資対象とします。

投資制限

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②投資信託証券（親投資信託の受益証券を除き

ます。）への実質投資割合は、信託財産の純資

産総額の５％以下とします。

③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時に

おいて信託財産の純資産総額の20％以下とし

ます。

④新株引受権証券への実質投資割合は、信託財産

の純資産総額の20％以下とします。

⑤同一銘柄の新株引受権証券への実質投資割合

は、信託財産の純資産総額の10％以下としま

す。

⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託

財産の純資産総額の10％以下とします。

⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設け

ません。

⑧外国為替予約取引は約款第25条の範囲で行い

ます。

収益分配方針

毎決算時（原則として12月25日。ただし、同日が

休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下

の方針に基づき収益分配を行います。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含

めた配当等収益と売買益（評価益を含みま

す。）等の全額とします。

②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況

動向等を勘案して決定します。ただし、分配対

象額が少額の場合には、分配を行わないことも

あります。 

③留保益の運用については、特に制限を設けず、

委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用

を行います。
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ファンドにかかる費

用

信託報酬 総額：1.05％（消費税込）

販売手数料 なし

信託財産留保金 なし

その他の費用

①ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に

発生する売買委託手数料、および売買委託手数

料に対する税金等の費用は、信託財産が負担し

ます。

②その他、信託財産に関する租税、信託事務の処

理および信託財産の財務諸表の監査に要する

諸費用等（消費税に相当する金額を含みま

す。）並びに受託者の立替えた立替金の利息

（以下、「諸経費」といいます。）は受益者の

負担とし、信託財産中から支弁します。

その他

委託会社 日本コムジェスト株式会社

受託会社 野村信託銀行株式会社

信託期間 無期限

決算日
12月25日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業

日

種類・項目
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運用の基本方針

ファンドの名称
ＴＭＡ長期投資ファンド（適格機関投資家限

定）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の長期的な成長を目

指して、運用を行います。

主な投資対象

主として「東京海上長期投資マザーファンド」

受益証券に投資を行います。

（参考）マザーファンドの主な投資対象：国内

外の株式および国内外の債券

運用方針

＜運用の基本方針＞

この投資信託は、主として「東京海上長期投資

マザーファンド」（以下「マザーファンド」

といいます。）受益証券に投資を行い、信託財

産の中長期的な成長を目標として運用を行い

ます。

＜主要投資対象＞

主としてマザーファンド受益証券に投資し、高

位の組入比率を維持します。なお、このほか株

式等に直接投資することがあります。

＜投資態度＞

①国内外の株式および国内外の債券を主要投

資対象として運用するマザーファンド受益

証券に投資します。

②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方

式により行います。従って、実質的な運用は

マザーファンドで行うこととなります。

③実質組入外貨建資産に対しては、原則として

為替ヘッジを行いません。

④資金動向、市況動向等の事情によっては、上

記のような運用が出来ない場合があります。

収益分配方針 無分配

ファンドにかかる費

用

信託報酬
純資産総額に対し年率0.49875％（税抜

0.475％）

販売手数料 なし

信託財産留保金 解約時の基準価額の0.3％

その他の費用

監査報酬（純資産総額に対し、税込年0.0105％

（上限31.5万円）、有価証券売買時の売買委託手

数料、信託事務等に要する諸費用等をファンドの

信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。

その他

委託会社 東京海上アセットマネジメント投信株式会社

受託会社 中央三井アセット信託銀行株式会社

信託期間 無期限

決算日 毎年5月15日（休業日の場合は翌営業日）

種類・項目
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運用の基本方針

ファンドの名称 さわかみファンド

基本方針

投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、

円ベースでの信託財産の長期的な成長を図るこ

とを目的としています。

投資対象

および投資制限

国内外の株式等を主要投資対象としますが、投資

対象には特に制限を設けず、積極的かつ長期スタ

ンスの運用により信託財産の成長を目指します。

投資態度

運用にあたっては、経済の大きなうねりをとらえ

て先取り投資することを基本とし、その時点で最

も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分

します。その投資対象資産の中で、将来価値から

考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別

投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ

・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とし

ます。

上記『割安であること』の判断の精度を維持・

向上するために、経済全般および個別銘柄につい

て徹底したリサーチ活動を継続します。

当ファンドは運用の成果について目標とするベ

ンチマークは設定しませんし、短期的な成績向上

を狙うような無理な投資はしませんが、必要と考

えるリスクは敢然と取ります。また、長期的な運

用成果を向上させるために、株主総会での議決権

行使なども積極的に行っていきます。

収益分配方針

収益の分配は、年に1回とします。

分配金額は、基準価額水準、市況動向、等を勘案し

て決定します。（分配を行わないこともありま

す。）

分配金は、税金が差引かれた後で自動的に再投資

されます。

ファンドにかかる費

用

信託報酬 純資産総額に対し年率1.05％（税抜1.00％）

販売手数料 なし

信託財産留保金

1.5％（ただし、一部解約の額が信託財産留保金

の控除前で50万円以下の場合に限り、信託財産留

保金は控除されません。）

その他の費用

①ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に

発生する売買委託手数料、および売買委託手数

料に対する消費税相当額等の費用は、信託財産

が負担します。

②その他、信託事務の処理に要する諸費用、監査

費用、受託者の立替えた立替金の利息等は、信

託財産から収受する信託報酬より委託会社が

支弁します。

その他

委託会社 さわかみ投信株式会社

受託会社 野村信託銀行株式会社

信託期間 無期限

決算日
毎年8月23日の年1回。休業日にあたる場合には、

その翌営業日。
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(3)【運用体制】

当ファンドの運用体制は以下の通りです。

　　　＊運用体制は平成23年4月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

＊当社では、信託財産の適正な運用および受益者との利益相反となる取引の防止を目的として、「内

部者取引の管理等に関する規則」「コンプライアンス・マニュアル」等の社内諸規則を設けてお

ります。また、「運用規程」「ファンドマネージャー規程」を設け、ファンドの運用に関する基本

的な事項を定めております。

＜運用会議＞

①　毎週１回会議を開催

②　運用部長および運用担当者で構成

③　投資環境全般の分析・検討、資産配分の検討

④　運用計画案の策定

?
＜投資政策委員会＞

①　毎月１回会議を開催

②　運用部長を議長とし、代表取締役、運用担当者、業務管理部長、コンプライア

ンス室長で構成

③　資産運用の基本方針、組入れ資産等の検討および運用部からの運用計画案を

承認

④　投資政策委員会議事録を作成

?
＜運用部＞

①　投資政策委員会の決定した運用計画の実行（ポートフォリオの構築、売買の

指示）、組入れ資産の調査・分析およびモニタリング等

?
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＜投資政策委員会＞

①　運用成果、運用プロセス等のチェックおよび分析管理

②　ポートフォリオのモニタリングおよび評価

＜コンプライアンス室＞

①　運用経過および結果の把握

②　運用の基本方針等の遵守状況のチェック

(4)【分配方針】

a．収益分配方針

当ファンドは、毎決算時に原則として以下の方針に基づいて分配を行います。

①分配対象額の範囲

経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の全

額とします。

②分配対象額についての分配方針

委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対

象額が少額の場合等の理由により分配を行わないことがあります。

③留保益の運用方針

収益分配に充てなかった利益の運用については、特に制限を設けません。委託会社の判断

に基づいて元本部分と同一の運用を行います。

b．当ファンドは分配金再投資専用です。収益分配金は所得税および地方税を控除した金額を、

ファンドの受益権の取得申込金として、受益者（委託会社の指定する第一種金商品取引業

者および登録金融機関を含みます。）毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得の

申込に応じたものとします。

※収益分配金を再投資する場合は、販売手数料はかかりません。

(5)【投資制限】

・投資信託証券への投資割合等には制限を設けません。

・同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。

ただし、約款または規約等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定め

られている投資信託証券については制限を設けません。　

・外貨建資産への投資には制限を設けません。　

・株式への直接投資は行いません。　

・デリバティブの直接利用は行いません。　

３．【投資リスク】

投資リスク

当ファンドは、株式などに投資する投資信託証券に投資しますので（ファンド・オブ・

ファンズ方式といいます。）基準価額はそれら組入株式等の値動きにより変動します。ま

た、原則として為替ヘッジを行いませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変

動により基準価額は変動します。当ファンドは元本および利回りが保証されているもので

はありませんので、基準価額が下落した場合には損失を被る場合があります。したがって、

投資家の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を

被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドに生じた利益及び損失は、全て投資者

の皆様に帰属します。

主なリスクは以下の通りですが、当ファンドにかかる全てのリスクを完全には網羅しておりませんので、

ご留意下さい。
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(1) 価格変動リスク

当ファンドは、国内外の株式へ投資する投資信託への投資を通じて間接的に投資を行います。株価は、

国内外の政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短

期的または長期的に大きく下落することがあります。また、ファンドは新興国の株式や新規公開株に

も間接的に投資することがありますが、新興国の株式は先進国に比べて価格変動が大きくなる傾向が

あり、新規公開株式は一般的に価格変動が大きくなる傾向があります。組入れ銘柄の株価が下落した

場合には、基準価額が下落する要因となり、その結果元本を割込むことがあります。

(2) 為替変動リスク

当ファンドは、世界各国の各種の通貨建て有価証券等に投資しますが、円貨ベースにした場合、その資

産価値は、為替レートの変動により影響を受けることになります。為替レートは短期間に大幅に変動

することがあります。したがって、為替の変動に伴い、当ファンドの基準価額が変動する可能性があり

ます。為替レートは一般に、外国為替市場の需給、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その

他の様々な国際的要因により決定されます。また、為替レートは、各国政府、中央銀行による介入、通貨

管理その他の政策によっても変動する可能性があります。

(3) カントリー・リスク

外国証券への投資には、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化により混乱が生じた場合に

は基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。その場合に基準価額は下落し、損失を被る場

合があります。

(4) 信用リスク

投資した株式について、発行者の経営、財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を含む

信用状況等の悪化は価格下落の要因のひとつであり、基準価額の下落の要因のひとつです。

(5) 流動性リスク

市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがありま

す。このような場合には、組入れ有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受ける

ことがあります。

(6) 大量解約に伴うファンドの資産売却によるリスク

一時に相当金額の解約申込があった場合には、解約資金の手当てのため保有有価証券を大量に売却し

なければならないことがあります。その際に当該保有有価証券を市場実勢から期待される価格で売却

できないことがあり、その結果、基準価額が大きく変動する可能性があります。

(7) その他

（短期金融商品の信用リスク）

ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行によ

り損失が発生する可能性があります。

リスク管理体制

当社におけるリスク管理体制は以下の通りです。
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※リスク管理体制は、平成23年4月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

４．【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。（無手数料）

(2)【換金（解約）手数料】

①換金（解約）手数料

ありません。（無手数料）

②信託財産留保額

基準価額に対して0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保額とします。

(3)【信託報酬等】

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分

の90の率に消費税等相当額を加算した金額とします。信託報酬にかかる委託会社、受託会社お

よび販売会社の間の配分は次のとおりとなります。

信託報酬の総額 委託会社 販売会社 受託会社

年率0.945％

（税抜0.90％）

年率0.4935％

（税抜0.47％）

年率0.42％

（税抜0.40％）

年率0.0315％

（税抜0.03％）

・信託報酬は、毎計算期間の3ヶ月毎の終了日（当該日が休業日のときは翌営業日とします。）

および毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。

・信託報酬に対する消費税等相当額の費用を信託財産は負担します。

※税額は、平成23年4月末日現在のものであり、税法が改正された場合は、その内容が変更さ

れることがあります。

※この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。前

記「指定投資信託証券の概要」を参照下さい。

※なお、ファンドの信託報酬等にファンドが投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬を

加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率等について試算した概算値は、年1.6％±
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0.3％です。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実

際の指定投資信託証券の組入れ状況等によっては、変動します。

(4)【その他の手数料等】

①信託財産で間接的に負担する費用・税金

ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料および売買委託手数料

に対する消費税等相当額の費用は、信託財産が支弁します。

②その他

その他、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書および目論見書など法定資料の作成・交

付にかかる費用ならびに信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託会社の立替えた立替

金の利息等は、信託財産から収受する信託報酬より委託会社が支弁します。

委託者は、上記②の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった

結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1％を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみ

なして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。た

だし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用

の年率を見直し、これを変更することができます。当該諸費用は、ファンドの計算期間を通じて

毎日計上され、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されま

す。

＜手数料等に関する照会先(委託会社)＞

名称 クローバー・アセットマネジメント株式会社　

電話番号 (本社)06-4790-6200/(東京オフィス)03-3222-1220

お問い合せの受

付時間

午前9時～午後5時

定休日：土曜日・日曜日・祝日ならびに年末年始

ホームページ http://www.clover-am.co.jp/

(5)【課税上の取扱い】

受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合

は、その内容が変更されることがあります。

◇　個別元本方式について

①追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（販売手数料および当該

販売手数料にかかる消費税等相当額は含みません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあ

たります。

②受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加信

託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

③受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金

を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」については、

下記の＜収益分配金の課税について＞をご参照下さい。）

◇　一部解約時および償還時の課税について

一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

◇　収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる

「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区別があります。受益者

が収益分配金を受取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同

額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普
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通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回ってい

る場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を

控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分

配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇　個人、法人別の課税の取扱いについて

①　個人の受益者に対する課税

◆　収益分配金の取扱い

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、平成23年12月31日までは10％

（所得税７％及び地方税３％）、平成24年１月１日以降は20％（所得税15％及び地方税

５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を

行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。

◆　一部解約金、償還金の取扱い

一部解約時および償還時の譲渡益については、平成23年12月31日までは10％（所得税

７％及び地方税３％）、平成24年１月１日以降は20％（所得税15％及び地方税５％）の

税率による源泉徴収が行われ、申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴

収選択口座）の利用も可能です。

なお、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、上場株式

等にかかる譲渡益との通算が可能です。

②　法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部

解約時および償還時の個別元本超過額については、平成23年12月31日までは7％（所得税の

み）、平成24年１月１日以降は15%（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。

なお、益金不算入制度は適用されません。

（注）税法が改正された場合、上記の内容は変更になることがあります。課税上の取扱い

につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

５．【運用状況】

(1)【投資状況】

（平成23年4月末日現在）

投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％)

投資信託受益証券 　 393,999,879 83.65

　 内　日本 393,999,879 83.65

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 76,970,527 16.35

純資産総額 　 470,970,406 100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

主要銘柄の明細 （単位：円）
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銘柄名

地域

種類

業種
口数

簿価単価

簿価

評価単価

時価

投資

比率

1

ニッポンコムジェスト・エマー

ジングマーケッツ・ファンドＳ

Ａ（追加型株式投資信託/適格

機関投資家限定）

投資信託

受益証券
124,783,4750.9435 0.9983 26.45%

日本 － 117,732,748124,571,343

2

ニッポンコムジェスト・

ヨーロッパ・ファンドＳＡ（追

加型株式投資信託/適格機関投

資家限定)

投資信託

受益証券
87,316,0600.7780 0.8631 16.00%

日本 － 67,931,89475,362,491

3
さわかみファンド

投資信託

受益証券
97,631,7021.2832 1.2284 25.46%

日本 － 125,279,048119,930,782

4

ＴＭＡ長期投資ファンド

（適格機関投資家限定）

投資信託

受益証券
89,839,1460.8343 0.8252 15.74%

日本 － 74,948,92874,135,263

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類 投資比率

投資信託受益証券 83.65%

合計 83.65%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

平成23年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産

の推移は次の通りです。

　
純資産総額
（分配落）
（円）

純資産総額
（分配付）
（円）

１口当たりの
純資産額
(分配落)(円)

１口当たりの
純資産額
(分配付)(円)

設定時
92,395,000 － 1.0000 －

(平成20年 4月24日)

第1期計算期間末

(平成21年 2月25日)
224,677,353224,677,3530.6704 0.6704

第2期計算期間末

(平成22年 2月25日)
362,479,403362,479,4030.8231 0.8231

第3期計算期間末

(平成23年 2月25日)
449,520,966449,520,9660.8508 0.8508

平成22年 4月末 396,108,634 － 0.8752 －

平成22年 5月末 378,839,537 － 0.8139 －
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平成22年 6月末 384,750,866 － 0.8070 －

平成22年 7月末 396,029,894 － 0.8190 －

平成22年 8月末 390,215,528 － 0.7941 －

平成22年 9月末 421,735,764 － 0.8284 －

平成22年10月末 418,088,637 － 0.8158 －

平成22年11月末 429,768,954 － 0.8384 －

平成22年12月末 440,235,051 － 0.8538 －

平成23年 1月末 451,601,438 － 0.8618 －

平成23年 2月末 449,126,256 － 0.8501 －

平成23年 3月末 462,042,926 － 0.8520 －

平成23年 4月末 470,970,406 － 0.8635 －

②【分配の推移】

　 １口当たり分配金(円)

第1計算期間（自　平成20年4月24日　至　平成21年2月25日） 0

第2計算期間（自　平成21年2月26日　至　平成22年2月25日） 0

第3計算期間（自　平成22年2月26日　至　平成23年2月25日） 0

③【収益率の推移】

　 収益率(％)

第1計算期間（自　平成20年4月24日　至　平成21年2月25日） △32.96

第2計算期間（自　平成21年2月26日　至　平成22年2月25日） 22.78

第3計算期間（自　平成22年2月26日　至　平成23年2月25日） 3.37

（注）収益率は、以下の計算式により算出しております。

収益率＝（計算期間末の基準価額 － 当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額） 

÷ 前期末の基準価額 × 100

第1期は、前期末の基準価額を10,000円（1万口当たり）にて計算しております。

なお、小数点以下3桁目を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。

（参考情報）
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(4)【設定及び解約の実績】

設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)

第1計算期間 339,749,330 4,597,005 335,152,325

第2計算期間 113,622,349 8,379,560 440,395,114

第3計算期間 115,223,714 27,287,922 528,330,906

EDINET提出書類

クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

28/74



第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

申込期間中の各営業日に、第一部「証券情報」にしたがって受益権の募集が行われます。

1) 申込の受付場所

当ファンドの取得の申込は、下記の申込取扱場所で取扱っています。

　　＜申込取扱場所(委託会社)＞

名称 クローバー・アセットマネジメント株式会社(※)

所 在 地 (本社)　〒540-0026 大阪市中央区内本町一丁目1番8号アプリコ201

(東京オフィス)〒102-0075東京都千代田区三番町5番地37三番町葵ビル

電話番号 (本社)06-4790-6200/ (東京オフィス)03-3222-1220

営業時間 午前9時～午後5時

定休日 土曜日、日曜日、祝日ならびに年末年始

　　(※)クローバー・アセットマネジメント株式会社は、「委託会社」であるとともに、自己が発行した当該

ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。

2)申込価額

申込価額：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。

＊取得申込の受付は原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからの申込は翌営業

日の取扱とします。

＊委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、そ

の他やむを得ない事情があるときは、取得の申込の受付を中止すること及び既に受付けた

取得申込の受付を取消すことができます。

3) 申込単位

1万円以上1円単位

4) 申込手数料

ありません。（無手数料）

5) ファンドの申込（販売）手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合

わせ下さい。

　　＜照会先(委託会社)＞

名称 クローバー・アセットマネジメント株式会社(※)

電話番号 (本社)06-4790-6200/ (東京オフィス)03-3222-1220

お問い合せの

受付時間

午前9時～午後5時

定休日：土曜日、日曜日、祝日ならびに年末年始

ホームページ http://www.clover-am.co.jp

＊　受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファン

ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に

係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払い

と引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができ

ます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関との振替口座簿への新た

な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替

機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振

替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託のつど、振替機関の定める
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方法により、振替機関への当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

２【換金（解約）手続等】

当ファンドは、原則としてファンドの設定日以降のいつでも換金することができます。

1) 受益者は、委託会社に1円以上1円単位の『金額指定』、または『全額換金』の指示をもって、一

部解約の請求をすることができます。（『金額指定』解約の場合、計算時に口座残高が請求金

額に満たない場合には、自動的に『全額換金』として処理されます。）

2) 当該解約口数の計算には原則として申込日の翌々営業日における解約価額（基準価額から信

託財産留保額を控除したもの）を用い、解約口数の計算で生ずる1口未満の端数は切上げます。

解約価額は、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。基準価

額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

3) 解約代金は、原則として解約の実行の請求を受付けた日から起算して6営業日目から支払われ

ます。

4) 解約価額の照会方法

解約価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社または販売会社に問合せるこ

とにより知ることができます。なお、解約価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。

当ファンドの解約価額について委託会社の照会先は次の通りです。

　　＜照会先(委託会社)＞

名称 クローバー・アセットマネジメント株式会社(※)

電話番号 (本社)06-4790-6200/ (東京オフィス)03-3222-1220

お問い合せの

受付時間

午前9時～午後5時

定休日：土曜日、日曜日、祝日ならびに年末年始

ホームページ http://www.clover-am.co.jp

5) 途中解約の請求の受付を中止する特別な場合

(a) 金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情があるときは、委託

会社の判断で途中解約の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた途中解約の

実行の請求の受付を取消す事ができます。

(b) 途中換金が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中解約請求

を撤回できます。ただし、受益者がその途中解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の

解約価額は、途中解約中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中解約の実行の請

求を受付たものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。

３【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

a．基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び

社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を

控除した金額（以下、「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権口数で除した

金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下、「外貨建有価証券」と

いいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、

わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国為替の評

価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。

b．基準価額（受益権1口当りの純資産価額を表示したもの）は、毎営業日に委託会社及び販売

会社に問い合わせることにより知ることができます。また、基準価額は、原則として翌日の日

本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。

　　＜照会先(委託会社)＞
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名称 クローバー・アセットマネジメント株式会社(※)

電話番号 (本社)06-4790-6200/ (東京オフィス)03-3222-1220

お問い合せの

受付時間

午前9時～午後5時

定休日：土曜日、日曜日、祝日ならびに年末年始

ホームページ http://www.clover-am.co.jp

c．追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にか

かる受益権の口数を乗じた額とします。

(2)【保管】

当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより

定まります。委託会社は受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は

ありません。

(3)【信託期間】

信託期間は、無期限です。

ただし、後述（5）「その他 」 a．信託の終了の場合には、信託は終了します。

(4)【計算期間】

計算期間は、原則として毎年2月26日から翌年2月25日までとします。なお、計算期間終了日に

該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日

以降の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算

期間の終了日は、後述（5）「その他」a．信託の終了による解約の日までとします。

(5)【その他】

a．信託の終了

イ．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、一

部解約により純資産総額が10億円を下回るとき、またはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま

す。

ロ．委託会社は、前記イの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます）

を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理

由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている

受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

ハ．前記ロの書面決議において、受益者（委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受

益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます）は受益権の

口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者

が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するもの

とみなします。

ニ．前記ロの書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受

益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

ホ．前記ロからニまでの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。

1．信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記

ロからニまでの規定による信託契約の解除の手続きを行うことが困難な場合

2．委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、こ

の信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
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した場合

へ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、

信託契約を解約し、信託を終了させます。

ト．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき又は業務を廃止した

ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこ

の信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じた

ときは、この信託は、後述「b.信託約款の変更ニ．」に該当する場合を除き、当該投資信

託委託会社と受託会社との間において存続します。

チ．後述の「e．受託会社の辞任に伴う取扱いロ．」に該当することとなったときは、委託

会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

b．信託約款の変更

イ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること又はこの信託と他の信託と

の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投

資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変

更又は併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款

は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

ロ．委託会社は、前記イ.の事項（前記イ.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに

該当する場合に限る。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）につ

いて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大

な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、

この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書

面決議の通知を発します。

ハ．前記ロ.の書面決議において、受益者（委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の

受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項

において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま

す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面

決議について賛成するものとみなします。

ニ．前記ロ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該

受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

ホ．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

へ．前記ロ.からホ.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合

において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録

により同意の意思表示をしたときには適用しません。

ト．前記イ. からへ. までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可

決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併

合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできませ

ん。

チ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記

イ.からホ.の規定に従います。

c．運用報告書等の作成

当ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書の提出が計算期間の終了

毎になされます。また委託会社は「投資信託財産の計算書に関する規則」の定めるところ

により、計算期間の終了毎に運用報告書を作成し、かつ、知られたる受益者に交付します。

d．信託財産に関する報告

受託会社は、毎決算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委

託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了のときには最終計算を行い、信託財産に関

する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
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e．受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い

イ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が

その任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるとき

は、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会

社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は上記b．の規定に

従い、新受託会社を選任します。

ロ．委託会社が新受託会社を選任することができないときは、委託会社は信託契約を解約

し、信託を終了させます。

f．公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子広告により行い、次のアドレスに掲載します。

 http://www.clover-am.co.jp/

ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日

本経済新聞に掲載します。

g．信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社と再信託契約を締結し、所定の事務を委託します。

h．委託会社の事業譲渡及び承継に伴なう取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関

する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部

を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり

ます。

i．信託約款に関する疑義の取扱い

信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めま

す。

４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

a．収益分配金に対する請求権

受益者は、持分に応じて委託会社が支払いを決定した収益分配金を請求する権利を有しま

す。当ファンドは分配金再投資を行う受益者は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に

収益分配金を委託会社または販売会社に支払います。この場合委託会社または販売会社は、

受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。

b．償還金に対する請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。償還金は、信託終了後1ヶ月以内

の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営

業日）の翌営業日目以降）から受益者に支払います。償還金の支払いは、委託会社または販

売会社の営業所等において行うものとします。ただし、受益者が、償還金について支払開始日

から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付

を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

c．換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に1円単位の『金額指定』または『全額

換金』の指示をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。一部解約金は、受益者の

請求を受けた日から起算して、原則として、6営業日目から受益者に支払います。

d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を

請求することができます。

e．反対者の買取請求権
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信託契約の解約（７．「管理及び運用の概要」（１）資産管理等の概要⑤その他a．信託の

終了）、または信託約款の変更（同b．信託約款の変更））を行う場合において、一定の期間

内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信

託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

f．受益者集会

受益者集会は開催しません。したがって、その議決権等は存在しません。

EDINET提出書類

クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

34/74



第３【ファンドの経理状況】

（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成

12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。　なお、財務諸表に記載している金額は、円

単位で表示しております。

（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（平成21年2月26

日から平成22年2月25日まで）及び第3期計算期間（平成22年2月26日から平成23年2月25日まで）

の財務諸表について、イデア監査法人により監査を受けております。
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１【財務諸表】
らくちんファンド
（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第2期
平成22年2月25日現在

第3期
平成23年2月25日現在

資産の部

流動資産

金銭信託 186,426 916,115

コール・ローン 90,000,000 86,498,978

投資信託受益証券 273,447,080 363,892,618

流動資産合計 363,633,506 451,307,711

資産合計 363,633,506 451,307,711

負債の部

流動負債

未払解約金 － 300,000

未払受託者報酬 27,785 35,258

未払委託者報酬 806,555 1,023,097

その他未払費用 319,763 428,390

流動負債合計 1,154,103 1,786,745

負債合計 1,154,103 1,786,745

純資産の部

元本等

元本 440,395,114 528,330,906

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △77,915,711 △78,809,940

（分配準備積立金） 50,077 86,932

元本等合計 362,479,403 449,520,966

純資産合計 362,479,403 449,520,966

負債純資産合計 363,633,506 451,307,711
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第2期
自　平成21年2月26日
至　平成22年2月25日

第3期
自　平成22年2月26日
至　平成23年2月25日

営業収益

受取利息 52,956 48,248

有価証券売買等損益 57,072,832 18,445,538

営業収益合計 57,125,788 18,493,786

営業費用

受託者報酬 95,873 128,471

委託者報酬 2,782,903 3,727,941

その他費用 319,763 428,390

営業費用合計 3,198,539 4,284,802

営業利益又は営業損失（△） 53,927,249 14,208,984

経常利益又は経常損失（△） 53,927,249 14,208,984

当期純利益又は当期純損失（△） 53,927,249 14,208,984

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

1,096,205 489,374

期首剰余金又は期首欠損金（△） △110,474,972 △77,915,711

剰余金増加額又は欠損金減少額 2,625,736 4,811,483

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

2,625,736 4,811,483

剰余金減少額又は欠損金増加額 22,897,519 19,425,322

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

22,897,519 19,425,322

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △77,915,711 △78,809,940
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(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区　分

第2期

自　平成21年2月26日

至　平成22年2月25日

第3期

自　平成22年2月26日

至　平成23年2月25日

１． 有価証券の評価基準及び評

価方法

投資信託受益証券 同左

移動平均法に基づき、時価で評価して

おります。

時価評価にあたっては、投資信託受益

証券の基準価額に基づいて評価して

おります。

（貸借対照表に関する注記）

区　分
第2期

平成22年2月25日現在

第3期

平成23年2月25日現在

１． 期首元本額 335,152,325円 440,395,114円

期中追加設定元本額 113,622,349円 115,223,714円

期中一部解約元本額 8,379,560円 27,287,922円

２． 計算期間末日における受益

権の総数

440,395,114口 528,330,906口

３． 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本

総額を下回っており、その差額

は77,915,711円であります。

貸借対照表上の純資産額が元本

総額を下回っており、その差額

は  78,809,940円であります

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区　分

第2期

自　平成21年2月26日

至　平成22年2月25日

第3期

自　平成22年2月26日

至　平成23年2月25日
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１． 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う

当期純利益金額分配後の配当等

収益から費用を控除した額

（50,077円）、解約に伴う当期

純利益金額分配後の有価証券売

買等損益から費用を控除し、繰

越欠損金を補填した額（0円）、

投資信託約款に規定される収益

調整金（0円）及び分配準備積

立金（0円）より分配対象額は

50,077円（1口当たり0.000114

円）であります。分配は行って

おりません。

計算期間末における解約に伴う

当期純利益金額分配後の配当等

収益から費用を控除した額

（36,679円）、解約に伴う当期純

利益金額分配後の有価証券売買

等損益から費用を控除し、繰越欠

損金を補填した額（0円）、投資

信託約款に規定される収益調整

金（13,124円）及び分配準備積

立金（50,253円）より分配対象

額は100,056円（1口当たり

0.000189円）であります。分配は

行っておりません。

（金融商品に関する注記）

（追加情報）

当計算期間より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年3月10日）および

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年3月10日）

を適用しております。

(1)金融商品の状況に関する事項

第2期

自　平成21年 2月26日

至　平成22年 2月25日

第3期

自　平成22年 2月26日

至　平成23年 2月25日
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― 1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関す

る法律」第２条第４項に定める証券投資信託で

あり、信託約款に定める「運用の基本方針」に

基づき、有価証券等の金融商品に対して投資と

して運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドは、投資信託受益証券を実質的な主

要投資対象としております。保有する投資信託

受益証券の詳細は「附属明細表」に記載してお

ります。投資信託受益証券は、価格変動リスク、

流動性リスク、為替変動リスク及びカントリー

リスク等のリスクに晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

ファンドのリスクを適切にコントロールするた

め、委託会社では、運用部門において、ファンド

に含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、

ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で

運用を行っております。また、運用部門から独立

した投資政策委員会によりリスクのモニタリン

グ等のリスク分析管理を行うと同時にコンプラ

イアンス部門によりファンドの運用の基本方針

の遵守状況のチェックを行っており、この結果

は投資政策委員会を通じて運用部門にフィード

バックされます。

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の

ほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定

においては、一定の前提条件等を採用している

ため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額

が異なることもあります。

(2)金融商品の時価等に関する事項

第2期

平成22年 2月25日現在

第3期

平成23年 2月25日現在

― 1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時

価で評価しているため、貸借対照表計上額と時

価との差額はありません。

2.時価の算定方法

(1)有価証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注

記）に記載しております。

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、時

価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。
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（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第2期

平成22年2月25日現在

貸借対照表計上額

（円）

損益に含まれた

評価差額（円）

投資信託受益証券 273,447,08057,072,832

合計 273,447,08057,072,832

売買目的有価証券

種類

第3期

平成23年2月25日現在

損益に含まれた

評価差額（円）

投資信託受益証券 18,445,538

合計 18,445,538

（デリバティブ取引関係に関する注記）

第2期

自　平成21年2月26日

至　平成22年2月25日

第3期

自　平成22年2月26日

至　平成23年2月25日

該当事項はありません。 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期

自　平成21年2月26日

至　平成22年2月25日

第3期

自　平成22年2月26日

至　平成23年2月25日

該当事項はありません。 同左

（1口当たり情報）

　
第2期

平成22年2月25日現在

第3期

平成23年2月25日現在

1口当たり純資産額 0.8231円 0.8508円

（1万口当たり純資産額） (8,231円) (8,508円)

（重要な後発事象に関する注記）

第2期

自　平成21年2月26日

至　平成22年2月25日

第3期

自　平成22年2月26日

至　平成23年2月25日

該当事項はありません。 同左
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(4)【附属明細表】

①有価証券明細表
イ．株式

　　　　該当事項はありません。

ロ．株式以外の有価証券

種　類 銘　柄
券面総額

（口）

評価額

（口）
備考

投資信託受益証券

ニッポンコムジェスト・エマー

ジングマーケッツ・ファンドＳ

Ａ

115,427,546108,732,748

ニッポンコムジェスト・ヨー

ロッパ・ファンドＳＡ
87,316,06067,931,894

さわかみファンド 92,701,522119,279,048

ＴＭＡ長期投資ファンド 81,268,90167,948,928

投資信託受益証券　合計 376,714,029363,892,618

合計 376,714,029363,892,618

投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成23年4月末日現在

　Ⅰ　資産総額 471,785,601円

　Ⅱ　負債総額 815,195円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 470,970,406円

　Ⅳ　発行済数量 545,443,820口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8635円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)　名義書換等

該当事項はありません。

(2)　受益者名簿

作成しません。

(3)　受益者に対する特典

該当事項はありません。

(4)　受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

EDINET提出書類

クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

42/74



たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

②前①の申請のある場合には、前①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の

減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する

ものとします。ただし、前①の振替機関等が振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関

等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載

または記録が行われるよう通知するものとします。

③前①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい

る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、

委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止

期間を設けることができます。

(5)　受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで

きません。

(6)　受益権の再分割

委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、

受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(7)　償還金

償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前におい

て一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申

込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と

して取得申込者とします。）に支払います。

(8)　質権口記載または記録の受益権の取扱について

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解

約金の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ

の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部　【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

　　（１）資本金の額（本書提出日現在）

　　　a.資本金の額

資本金 210百万円

発行する株式総数 720,000株

（内訳）　　

甲種類株式

乙種類株式

計

 

400,000

320,000

720,000

株

株

株

発行済株式総数 125,060株

（内訳）

甲種類株式

乙種類株式

計

 

59,918

65,142

125,060

株

株

株

（注）種類株式の内容は次のとおりであります。

乙種類株式　議決権を有しません。

　　　※最近5年間の資本金の変動

平成18年 9月 8日 　　 増資　70百万円　（資本金　120百万円）

平成20年12月12日　　  増資　30百万円　（資本金　150百万円）

平成21年 7月17日　　　増資　35百万円　（資本金　185百万円）

平成22年 7月30日　　　増資　25百万円　（資本金　210百万円）

　　　b.会社の機構

①会社組織図

②投資運用の意思決定機構
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（運用体制）

当ファンドの運用体制は以下の通りです。

　　　＊運用体制は平成23年4月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

＊当社では、信託財産の適正な運用および受益者との利害相反となる取引の防止を目的として、「内

部者取引の管理等に関する規則」「コンプライアンス・マニュアル」等の社内諸規則を設けてお

ります。また、「運用規程」「ファンドマネージャー規程」を設け、ファンドの運用に関する基本

的な事項を定めております。

＜運用会議＞

①　毎週１回会議を開催

②　運用部長および運用担当者で構成

③　投資環境全般の分析・検討、資産配分の検討

④　運用計画案の策定
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?
＜投資政策委員会＞

①　毎月１回会議を開催

②　運用部長を議長とし、代表取締役、運用担当者、業務管理部長、コンプライア

ンス室長で構成

③　資産運用の基本方針、組入れ資産等の検討および運用部からの運用計画案を

承認

④　投資政策委員会議事録を作成

?
＜運用部＞

①　投資政策委員会の決定した運用計画の実行（ポートフォリオの構築、売買の

指示）、組入れ資産の調査・分析およびモニタリング等

?
＜投資政策委員会＞

①　運用成果、運用プロセス等のチェックおよび分析管理

②　ポートフォリオのモニタリングおよび評価

＜コンプライアンス室＞

①　運用経過および結果の把握

②　運用の基本方針等の遵守状況のチェック

２【事業の内容及び営業の概況】

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用

業）およびその受益権の募集（第二種金融商品取引業）を行っています。

委託会社が運用の指図及び受益証券の直接募集する証券投資信託は平成23年4月末現在、以下の通り

です。

種類 本数 純資産総額

追加型株式投資信託 3本 1,528,418,798円

３【委託会社等の経理状況】

(1)   委託会社であるクローバー・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という）の財

務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。）第2条および「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成

19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

なお、第4期事業年度（自　平成20年4月1日　至　平成21年3月31日）は改正前の財務諸表等規則及

び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、第5期事業年度（自　平成21年4月1日　至　

平成22年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に

基づいて作成しております。

また、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を四捨五入して表示しております。

(2)   委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第4期事業年度（自　平成20年4月1

日　至　平成21年3月31日）及び第5期事業年度（自　平成21年4月1日　至　平成22年3月31日）の財

務諸表について、イデア監査法人の監査を受けております。

(3)   委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、株式及び作成方法に関する規則」（昭和

52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等

に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
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なお、中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を四捨五入して表示しております。。

(4)   委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間会計期間（自　平成22

年4月1日　至　平成22年9月30日）の中間財務諸表については、イデア監査法人の中間監査を受け

ております。

財務諸表

(1)【貸借対照表】

期別 第4期

（平成21年3月31日現在）

第5期

（平成22年3月31日現在）

科目 金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

（資産の部）              ％              ％

流動資産

　現金及び預金 17,384 5,707

　直販顧客分別金信託 39,510 33,900

未収委託者報酬 133 297

　たな卸資産 287 835

　未収入金 325 1,043

　前払費用 141 393

その他 - 297

流動資産合計 57,780 76.4 42,472 60.6

固定資産

　有形固定資産　　※1

　　器具備品 2,305

2,305 3.0

1,888

1,888 2.7

無形固定資産　　※2 1,685 2.2 8,430 12.0

　　ソフトウエア　 1,685 8,430

　投資その他の資産 13,883 18.4 17,309 24.7

投資有価証券 9,566 14,092

　　長期前払費用 4,117 3,017

　　その他 200 200

固定資産合計 17,873 23.6 27,627 39.4

資産合計 75,653100.0 70,099100.0

期別 第4期

（平成21年3月31日現在）

第5期

（平成22年3月31日現在）

科目 金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

（負債の部） ％

流動負債

　預り金　　　　※3 200 214
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　未払金

 未払費用

1,256

2,203

11,174

1,685

　未払法人税等 609 651

繰延税金負債 230 －

流動負債合計 4,498 5.9 13,724 19.6

固定負債　

－ 1,663繰延税金負債

固定負債合計 － － 1,663 2.4

負債合計 4,498 5.9 15,387 22.0

期別 第4期

（平成21年3月31日現在）

第5期

（平成22年3月31日現在）

科目 金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

（純資産の部）

株主資本

　資本金　 150,000198.3 185,000 263.9

　利益剰余金 △79,181△104.7 △132,717△189.3

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △79,181 △132,717

　　　　株主資本合計 70,819 93.6 52,283 74.6

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 336 2,429

　　評価・換算差額等合計 336 0.5 2,429 3.4

純資産合計 71,155 94.1 54,712 78.0

負債・純資産合計 75,653100.0 70,099 100.0

(2)【損益計算書】

期別 第4期

（自　平成20年4月1日　

　　至　平成21年3月31日）

第5期

（自　平成21年4月1日　

　　至　平成22年3月31日）

科目 金額（千円） 百分比 金額（千円） 百分比

営業収益

　委託者報酬

営業収益計

　

1,215　　　

％

100.0

2,837

％

100.0
1,215 2,837

営業費用

　支払手数料 1,160 2,140

受託者報酬 640 －

広告宣伝費 399 1,135

委託計算費 14,321 13,226

EDINET提出書類

クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

48/74



諸会費 1,515 -

　営業雑経費 2,820 7,382

　　通信費 903 1,527

　　印刷費 785 1,560

　　協会費 － 1,977

　　その他 1,132 2,317

営業費用計 20,855 1,716.4 23,883 841.9

一般管理費

　給料 25,973 23,179

　　役員報酬 4,300 4,900

　　給料手当 21,673 18,279

　交際費 - 33

　旅費交通費 2,248 891

　租税公課

　地代家賃

649

1,708

792

1,708

減価償却費 2,753 2,133

　諸経費 2,602 3,125

　　通信費 638 938

　　消耗品費 968 461

　　水道光熱費 172 175

　　支払手数料 742 1,367

　　その他 82 184

一般管理費計 35,933 2,957.4 31,860 1,123.1

営業損失 55,573 △4,573.9 52,907△1,865.0

営業外収益

　受取利息 185 28

　雑収入 119 7

営業外収益計 304 25.0 36 1.3

営業外費用

　雑損失 1 2

営業外費用計 1 0.1 2 0.1

経常損失 55,270 △4,548.9 52,873△1,863.8

特別損失

　固定資産除却損　※1 － 244

特別損失計 － － 244 8.6

税引前当期純損失 55,270 △4,548.9 53,116△1,872.4

法人税、住民税及び事業税 420 34.6 420 14.8

当期純損失 55,691△4,583.5 53,536△1,887.2
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(3)【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

第4期

（自　平成20年4月 1日

至　平成21年3月31日）

第5期

（自　平成21年4月 1日

至　平成22年3月31日）

株主資本

資本金

前期末残高

当期変動額

新株の発行

120,000

30,000

150,000

35,000

当期変動額合計 30,000 35,000

当期末残高 150,000 185,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高

当期変動額

当期純損失

△23,490

△55,691

△79,181

△53,536

当期変動額合計 △55,691 △53,536

当期末残高 △79,181 △132,717

利益剰余金合計

前期末残高

当期変動額

当期純損失

△23,490

△55,691

△79,181

△53,536

当期変動額合計 △55,691 △53,536

当期末残高 △79,181 △132,717

株主資本合計

前期末残高

当期変動額

新株の発行

当期純損失

96,510

30,000

△55,691

70,819

35,000

△53,536

当期変動額合計 △25,691 △18,536

当期末残高 70,819 52,283

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 - 336

当期変動額

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

336 2,093

当期変動額合計 336 2,093
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当期末残高 336 2,429

評価・換算差額等合計

前期末残高 - 336

当期変動額

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）

336 2,093

当期変動額合計 336 2,093

当期末残高 336 2,429

純資産合計

前期末残高 96,510 71,155

当期変動額

新株の発行 30,000 35,000

当期純損失 △55,691 △53,536

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）

336 2,093

当期変動額合計 △25,354 △16,443

当期末残高 71,155 54,712

重要な会計方針

期別 第4期 第5期

項目

自平成20年 4月 1日

至平成21年 3月31日

自平成21年 4月 1日

至平成22年 3月31日

1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券

時価のあるもの

決算日末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

2.たな卸資産の評価基準及び評価方

法

最終仕入原価法に基づく原価法

（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）

同左

3.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産

定率法により償却しておりま

す。なお、取得価額10万円以上

20万円未満の少額減価償却資

産については、3年間で均等償

却しております。

主な耐用年数は以下の通りで

あります。

器具備品3～6年

(1)有形固定資産

同左
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(2)無形固定資産

定額法により償却しておりま

す。

なお、自社利用のソフトウエア

については、社内における見込

利用可能期間（5年）に基づき

償却しております。

(2)無形固定資産

同左

(3)長期前払費用

均等償却によっております。

なお、償却期間については、法

人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

(3)長期前払費用

同左

4.その他財務諸表作成のための重要

な事項その他有価証券

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

同左

表示方法の変更

第4期 第5期

自平成20年 4月 1日

至平成21年 3月31日

自平成21年 4月 1日

至平成22年 3月31日

― （貸借対照表）

1.前事業年度において「売掛金」として表示し

ていたものは、「未収委託者報酬」として記載

しております。

（損益計算書）

1.前事業年度において「信託報酬」として表示

していたものは、「委託者報酬」として記載し

ております。

2.前事業年度において営業費用の「諸会費」と

して表示していたものは、営業雑経費の「協会

費」として表示しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

第4期 第5期

自　平成20年 4月 1日

至　平成21年 3月31日

自　平成21年 4月 1日

至　平成22年 3月31日

※1　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　器具備品　　　　　2,776千円

※2　無形固定資産の減価償却累計額

　　　　ソフトウェア　　　　557千円

※3　預り金

　　　このうち投資信託の直販に伴う顧客からの預り

金は145千円です。

※1　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　器具備品　　　3,398千円

※2　無形固定資産の減価償却累計額

　　　　ソフトウェア　　680千円

※3　預り金

　　　このうち投資信託の直販に伴う顧客からの預り

金は162千円です。
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（損益計算書関係）

第4期 第5期

自　平成20年 4月 1日

至　平成21年 3月31日

自　平成21年 4月 1日

至　平成22年 3月31日

－ ※1　固定資産除却損の内訳

　　　ソフトウェア　　　244千円

（株主資本等変動計算書関係）

第4期（自平成20年4月1日　至平成21年3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末

株式数　(株)

当事業年度

増加株式数(株)

当事業年度

減少株式数(株)

当事業年度末

株式数　(株)

甲種類株式 1,000 600 － 1,600

乙種類株式 1,400 － － 1,400

合計 2,400 600 － 3,000

　　（変動事由の概要）

　　　甲種類株式の増加数の内訳は、次の通りであります。

　　　　第三者割当増資による新株式発行による増加　600株

第5期（自平成21年4月1日　至平成22年3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 前事業年度末

株式数　(株)

当事業年度

増加株式数(株)

当事業年度

減少株式数(株)

当事業年度末

株式数　(株)

甲種類株式 1,600 14,400 － 16,000

乙種類株式 1,400 19,600 － 21,000

合計 3,000 34,000 － 37,000

（変動事由の概要）

1.甲種類株式の増加数の内訳は、次の通りであります。

　　　 　 平成22年1月15日の株式分割による増加　　　14,400株

　　2.乙種類株式の増加数の内訳は、次の通りであります。

　　　　第三者割当増資による新株式発行による増加　　700株

　　　　平成22年1月15日の株式分割による増加　　　18,900株

（リース取引関係）

該当事項はありません。

　（金融商品関係）

　　第5期（自　平成21年4月1日　至　平成22年3月31日）

1.金融商品の状況に関する事項

　(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金および自社設定投資信託に限定しており、投機的な取引は行わない方

針であります。また、金融機関からの資金調達は行っておりません。

　(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
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　　営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき信託財産から委託者に対して支払われる信託

報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない

ものと認識しております。投資有価証券は基準価額の変動リスクに晒されております。これら資金運用に係

るリスクは、管理部門による継続的なモニタリングにより管理しております。未払金等の負債は全て１年内

の支払期日であり、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画の作成などにより当該リスクを管理し

ております。

　(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が無い場合には合理的に算定された価額が含

まれることがあります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件などを

採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

　平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金及び預金 5,707 5,707 －

(2)直販顧客分別金信託 33,900 33,900 －

(3)未収委託者報酬 297 297 －

(4)未収入金 1,043 1,043 －

(5)投資有価証券

　その他有価証券 14,092 14,092 －

資産計 55,039 55,039 －

(1)未払金 11,174 11,174 －

(2)未払費用 1,685 1,685 －

(3)未払法人税等 651 651 －

負債計 13,510 13,510 －

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1)現金及び預金(2)直販顧客分別金信託(3)未収委託者報酬(4)未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

(5)投資有価証券

その他有価証券

投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価格によっております。

　負債

(1)未払金(2)未払費用(3)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

1年以内

(千円)

1年超5年以内

(千円)

5年超10年以内

(千円)

10年超

(千円)

現金及び預金 5,707 － － －
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直販顧客分別金信託 33,900 － － －

未収委託者報酬 297 － － －

未収入金 1,043 － － －

投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの － － － －

合計 40,947 － － －

（追加情報）当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年3月10日）

及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年3月10日）を

適用しております。

（有価証券関係）

第4期（平成21年3月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 第4期(平成21年3月31日)

取得原価

（千円）

貸借対照表計上額

（千円）

差額

（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

その他 9,000 9,566 566

小計 9,000 9,566 566

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

その他 － － －

小計 － － －

合計 9,000 9,566 566

２．当事業年度中に売却したその他有価証券

　　　　該当事項はありません。

第5期（平成22年3月31日現在）

１．その他有価証券

種類 貸借対照表計上額

（千円）

取得原価

（千円）

差額

（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式

債券

その他

－

－

14,092

－

－

10,000

－

－

4,092

小計 14,092 10,000 4,092

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式

債券

その他

－

－

－

－

－

－

－

－

－

小計 － － －
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合計 14,092 10,000 4,092

２．当事業年度中に売却したその他有価証券

　　　　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

（退職給付関係）

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

（単位：千円）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

第4期 第5期

（平成21年3月31日現在）（平成22年3月31日現在）

（繰延税金資産）

繰越欠損金 31,741 53,936

未払事業税 77 94

繰延税金資産小計 31,818 54,030

評価性引当額 △31,818 △54,030

繰延税金資産合計 － －

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △230 △1,663

繰延税金負債合計 △230 △1,663

繰延税金資産の純額 △230 △1,663

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳

第4期 第5期

（平成21年3月31日現在） （平成22年3月31日現在）

税引前当期純損失であるため記載

しておりません。

税引前当期純損失であるため記載

しておりません。

（関連当事者情報）

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

第4期 第5期

自平成20年 4月 1日

至平成21年 3月31日

自平成21年 4月 1日

至平成22年 3月31日

1株当たり純資産額 23,718円44銭1株当たり純資産額 1,478円70銭

1株当たり当期純利益金額 △21,547円07銭1株当たり当期純利益金額 △1,536円36銭
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　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式がないため及び１株当たり当期純損失が計上さ

れているため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式がないため及び１株当たり当期純損失が計上さ

れているため記載しておりません。

1株当たり当期純利益（損失）金額の算定上の基礎 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

当期純利益（△損失）（千円） △55,691当期純利益（千円） △53,536

普通株主に帰属しない金額（千円） － 普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益（△損失）（千円） △55,691普通株式に係る当期純利益（千円） △53,536

普通株式の期中平均株式数（株） 2,585普通株式の期中平均株式数（株） 34,846

1株当たり純資産額の算定上の基礎 1株当たり純資産額の算定上の基礎

純資産の部の合計（千円） 71,155純資産の部の合計（千円） 54,712

純資産の部から控除する合計額（千円） － 純資産の部から控除する合計額（千円） －

普通株式に係る期末の純資産（千円） 71,155普通株式に係る期末の純資産（千円） 54,712

1株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（株） 3,000

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通

株式の数（株） 37,000

（注）甲種類株式及び乙種類株式については、普通株式と同

等の取扱をしております。

（注）甲種類株式及び乙種類株式については、普通株式と同

等の取扱をしております。

（重要な後発事象）

第4期（自平成20年4月1日　至平成21年3月31日）

該当事項はありません。

　第5期（自平成21年4月1日　至平成22年3月31日）

（当社と楽知ん投信株式会社、かいたく投信株式会社との合併について）

当社は、平成22年4月1日に楽知ん投信株式会社、かいたく投信株式会社と合併いたしました。また、同日に、

当社はクローバー・アセットマネジメント株式会社に社名変更しました。

合併に関する事項の概要は以下の通りです。

　1.企業結合の概要

　　(1)被取得企業の名称

　　　・楽知ん投信株式会社

　　　・かいたく投信株式会社

　　(2)被取得企業の事業の内容

　　　イ．投資運用業

　　　ロ.第二種金融商品取引業

　　(3)企業結合を行った主な理由

3社合併により、システム費用、人件費などの経費を大幅に削減し、経営効率を高め、収益改善を早期

に取り組み、経営の安定化をはかるために経営統合いたしました。

　　(4)企業結合日

　　　平成22年4月1日

　　(5)企業結合の法的形式

　　　当社による吸収合併

　　(6)結合後企業の名称

　　　クローバー・アセットマネジメント株式会社

　　　（旧社名：浪花おふくろ投信株式会社）

　　(7)取得した議決権比率

　　　100.0％
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　　(8)取得企業を決定するに至った主な根拠

経営理念および会社設立経緯が一致していることや、使用している計理システムが同じであるこ

とから、経営統合が容易でその効果も見込まれる楽知ん投信株式会社およびかいたく投信株式会社

を取得企業に決定いたしました。

2.取得原価の算定に関する事項

　　(1)被取得企業の取得原価及びその内訳

　　　　新株発行　94,861千円

　　(2)株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数

　　　①株式の種類別の交換比率

　　　　　甲を当社、乙を楽知ん投信株式会社、丙をかいたく投信株式会社としますと、

　　　　　　乙の普通株式10株につき、甲の甲種類株式9株の割合

　　　　　　丙のA種類株式10株につき、甲の甲種類株式6株の割合

　　　　　　丙のB種類株式10株につき、甲の乙種類株式6株の割合

　　　②交換比率の算定方法

　専門家による株価評価結果を参考として、合併当事者間において協議の上算定しました。

　　　③交付株式数

　　　　　甲種類株式：41,418株

　　　　　乙種類株式：21,642株

　　　　　　　　　　

3.取得原価の配分に関する事項

(1)企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の額並びにその主な内訳

（単位：千円）

流動資産

固定資産

70,986

32,734

資産計 103,719

流動負債

固定負債

8,859

-

負債計 8,859

純資産計 94,861

　　(2)のれんに関する事項

　　　　該当事項はありません。　

　　　

（株式発行について）

平成22年6月19日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行を決議し、平成22年7月30日付で

払込が行われました。その概要は以下のとおりです。

1.発行する株式の種類及び数　　　　　　甲種類株式:　　2,500株

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙種類株式：　22,500株

2.発行価額　　　　　　　　　　　　　　甲種類株式1株につき2,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙種類株式1株につき2,000円

3.発行価額の総額　　　　　　　　　　　50,000,000円

4.発行価額のうち資本に組み入れる額　　25,000,000円

5.資金の使途　　　　　　　　　　　　　運転資金

中間財務諸表
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（中間貸借対照表）

（単位：千円）

期別 第6期中間会計期間末

(平成22年 9月30日現在）

科目 金額 構成比

（資産の部） ％

流　動　資　産

　現金及び預金

直販顧客分別金信託

　未収委託者報酬

　未収入金

　前払費用

43,875

40,000

955

1,366

607

流動資産合計 86,803 58.0

固　定　資　産

　有形固定資産　　※1 4,421 3.0

　無形固定資産 12,096 8.1

　投資その他の資産 46,440 31.0

　　投資有価証券 39,571

　　その他 6,870

固定資産合計 62,957 42.0

資産合計 149,760 100.0

（単位：千円）

期別 第6期中間会計期間末

（平成22年 9月30日現在）

科目 金額 構成比

（負債の部） ％

流動負債

　預り金

　未払金

　未払費用

180

5,443

2,909

　未払法人税等 691

流動負債合計 9,222 6.2

固定負債

1,351繰延税金負債

固定負債合計 1,351 0.9

負債合計 10,573 7.1

（純資産の部）

株主資本

　資本金 210,000 140.2

　資本剰余金 119,861 80.0

　　資本準備金 119,861

　利益剰余金 △180,693△120.7
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　　その他利益剰余金

　　　繰越利益剰余金 △180,693

自己株式 △9,490 △6.3

　　　株主資本合計 139,678 93.2

評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金

　　評価・換算差額等合計

△491

△491

△0.3
△491

純資産合計 139,187 92.9

負債・純資産合計 149,760 100.0

（中間損益計算書）

（単位：千円）

期別 第6期中間会計期間

（自　平成22年 4月 1日

至　平成22年 9月30日）

科目 金額（千円） 百分比

営業収益

　委託者報酬

営業収益計

4,949

％

100.0
4,949

営業費用 17,277 349.1

一般管理費　※1 35,312 713.5

営業損失 47,640 △962.6

営業外収益　※2 22 0.5

営業外費用 3 0.1

経常損失 47,621 △962.2

税引前中間純損失 47,621 △962.2

法人税、住民税及び事業税 355 7.2

中間純損失 47,976 △969.3

（中間株主資本等変動計算書）

（単位：千円）

第6期中間会計期間

（自平成22年 4月 1日

至平成22年 9月30日）

株主資本

　資本金

　　前期末残高 185,000

　　当中間期変動額

　　　新株の発行 25,000

　　　当中間期変動額合計 25,000

　　当中間期末残高 210,000

　資本剰余金
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　　資本準備金

　　　前期末残高 -

　　　当中間期変動額

　　　　合併による受入 94,861

　　　　新株の発行 25,000

　　　　当中間期変動額合計 119,861

　　　当中間期末残高 119,861

　　資本剰余金合計

　　　前期末残高 －

　　　当中間期変動額

　　　　合併による受入 94,861

　　　　新株の発行 25,000

　　　　当中間期変動額合計 119,861

　　　当中間期末残高 119,861

　利益剰余金

　　その他利益剰余金

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 △132,717

　　　　当中間期変動額

　　　　　中間純損失 △47,976

　　　　　当中間期変動額合計 △47,976

　　　　当中間期末残高 △180,693

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 △132,717

　　　当中間期変動額

　　　　中間純損失 △47,976

　　　　当中間期変動額合計 △47,976

　　　当中間期末残高 △180,693

　自己株式

　　前期末残高 －

　　当中間期変動額

　　　自己株式の取得 △9,490

　　　当中間期変動額合計 △9,490

　　当中間期末残高 △9,490

株主資本合計

　前期末残高 52,283

　当中間期変動額

　　新株の発行 50,000

　　合併による受入 94,861

　　中間純損失 △47,976

　　自己株式の取得 △9,490

　　当中間期変動額合計 87,395
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　当中間期末残高 139,678

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 2,429

　　当中間期変動額

　　　株主資本以外の項目の △2,920

　　　当中間期変動額（純額）

　　　当中間期変動額合計 △2,920

　　当中間期末残高 △491

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 2,429

　　当中間期変動額

　　　株主資本以外の項目の △2,920

　　　当中間期変動額（純額）

　　　当中間期変動額合計 △2,920

　　当中間期末残高 △491

純資産合計

前期末残高 54,712

当中間期変動額

新株の発行 50,000

合併による受入 94,861

中間純損失 △47,976

自己株式の取得 △9,490

株主資本以外の項目の △2,920

当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計 84,475

当中間期末残高 139,678

（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

期別 第6期中間会計期間

項目

自　平成22年 4月 1日

至　平成22年 9月30日

1．有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）
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2．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産

定率法により償却しております。

主な耐用年数は以下のとおりです。

建物　　・・・15年

器具備品・・・2～15年

(2)無形固定資産

定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づ

き償却しております。

3．その他の中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっておりま

す。

（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）

第6期中間会計期間

自　平成22年 4月 1日

至　平成22年 9月30日

（資産除去債務に関する会計基準等の適用）

当中間会計期間から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年3月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第21号　平成20年3月31日）を適用

しております。これによる当中間会計期間の営業損益、経常損益及び税引前中間純損益に与える影響はあ

りません。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

第6期中間会計期間末

平成22年 9月30日現在

（※1）有形固定資産から控除した減価償却累計額は、4,392千円であります。

（中間損益計算書関係）

第6期中間会計期間

自　平成22年 4月 1日

至　平成22年 9月30日

（※1）減価償却実施額

有形固定資産       993千円

無形固定資産     1,319千円

(※2)営業外収益のうち主なもの

受取利息        20千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末

株式数 (株)

当中間会計期間

増加株式数 (株)

当中間会計期間

減少株式数 (株)

当中間会計期間末

株式数 (株)

甲種類株式 16,000 43,918 － 59,918
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乙種類株式 21,000 44,142 － 65,142

合計 37,000 88,060 － 125,060

　（注）甲種類株式の増加数の内訳は、次の通りであります。

　　　　　合併による新株式発行による増加41,418株

　　　　　第三者割当増資による新株式発行による増加2,500　株

乙種類株式の増加数の内訳は、次の通りであります。

合併による新株式発行による増加21,642株

　　　　　第三者割当増資による新株式発行による増加22,500　株

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末

株式数 (株)

当中間会計期間

増加株式数 (株)

当中間会計期間

減少株式数 (株)

当中間会計期間末

株式数 (株)

甲種類株式 － 960 － 960

乙種類株式 － 3,420 － 3,420

合計 － 4,380 － 4,380

　（注）甲種類株式の増加数の内訳は、次の通りであります。

　　　　　取締役会決議による自己株式の取得による増加960株

　　　　乙種類株式の増加数の内訳は、次の通りであります。

　　　　　　取締役会決議による自己株式の取得による増加3,420株

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

（金融商品関係）

第6期（平成22年9月30日現在）

金融商品の時価等に関する事項

　平成22年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであ

ります。

（単位：千円）

中間貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金及び預金 43,875 43,875 －

(2)直販顧客分別金信託 40,000 40,000 －

(3)未収委託者報酬 955 955 －

(4)投資有価証券

　その他有価証券 39,571 39,571 －

資産計 84,401 84,401 －

(1)未払金 5,443 5,443 －

負債計 5,443 5,443 －

(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金(2)直販顧客分別金信託(3)未収委託者報酬
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(5)投資有価証券
　その他有価証券
　投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価格によっております。
負債
(1)未払金
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　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

（有価証券関係）

１．その他有価証券

（単位：千円）

種類 当期中間会計期間末

(平成22年9月30日)

中間貸借対

照表計上額

取得原価 差額

中間貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

　①株式

　②債券

③その他

－

－

13,325

－

－

10,000

－

－

3,325

小計 13,325 10,000 3,325

中間貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

　①株式

　②債券

③その他

－

－

26,246

－

－

28,710

－

－

△2,464

小計 26,246 28,710 △2,464

合計 39,571 38,710 861

（デリバティブ取引関係）

　　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

第6期中間会計期間（自　平成22年4月1日　至　平成22年9月30日）

１．セグメント情報

　当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

　(1)製品及びサービスごとの情報

　　　当社の製品及びサービスは単一であるため、記載しておりません。

　(2)地域ごとの情報

　　①営業収益

　　　国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を

省略しております。

　　②有形固定資産

　　　有形固定資産はすべて本邦に所在しております。

　(3)主要な顧客ごとの情報

　　営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

（追加情報）

当中間会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号　平成20年3月21日）を適用しております。
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（企業結合関係）

1.企業結合の概要

　　(1)被取得企業の名称

　　　・楽知ん投信株式会社

　　　・かいたく投信株式会社

　　(2)被取得企業の事業の内容

　　　イ．投資運用業

　　　ロ．第二種金融商品取引業

　　(3)企業結合を行った主な理由

3社合併により、システム費用、人件費などの経費を大幅に削減し、経営効率を高め、収益改善を早期

に取り組み、経営の安定化をはかるために経営統合いたしました。

　　(4)企業結合日

　　　平成22年4月1日

　　(5)企業結合の法的形式

　　　株式取得

　　(6)結合後企業の名称

　　　クローバー・アセットマネジメント株式会社

　　　（旧社名：浪花おふくろ投信株式会社）

　　(7)取得した議決権比率

　　　100.0％

　　(8)取得企業を決定するに至った主な根拠

経営理念および会社設立経緯が一致していることや、使用している計理システムが同じであるこ

とから、経営統合が容易でその効果も見込まれる楽知ん投信株式会社およびかいたく投信株式会社

を取得企業に決定いたしました。

2.中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　　平成22年4月1日から平成22年9月30日まで

3.取得原価の算定に関する事項

　　(1)被取得企業の取得原価及びその内訳

　　　　新株発行　94,861千円

　　(2)株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数

　　　①株式の種類別の交換比率

　　　　　甲を当社、乙を楽知ん投信株式会社、丙をかいたく投信株式会社としますと、

　　　　　　乙の普通株式10株につき、甲の甲種類株式9株の割合

　　　　　　丙のA種類株式10株につき、甲の甲種類株式6株の割合

　　　　　　丙のB種類株式10株につき、甲の乙種類株式6株の割合

　　　②交換比率の算定方法

　専門家による株価評価結果を参考として、合併当事者間において協議の上算定しました。

　　　③交付株式数

　　　　　甲種類株式：41,418株

　　　　　乙種類株式：21,642株

　　　　　　　　　　

4.取得原価の配分に関する事項

(1)企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の額並びにその主な内訳

（単位：千円）

流動資産

固定資産

70,986

32,734
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資産計 103,719

流動負債

固定負債

8,859

-

負債計 8,859

純資産計 94,861

　　(2)のれんに関する事項

　　　　該当事項はありません。　

（1株当たり情報）

第6期中間会計期間

自　平成22年 4月 1日

至　平成22年 9月30日

1株当たり純資産 1,153円35銭

1株当たり中間純利益金額 △489円48銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため及

び１株当たり中間純損失が計上されているため記載しておりません。

1株当たり中間純損失の算定上の基礎

中間純損失 △47,976千円

普通株式に帰属しない金額 　　　－千円

普通株式に係る中間純損失 △47,976千円

期中平均株式数 98,011株

（注）　甲種類株式及び乙種類株式については、普通株式と同等の取扱いをしており

ます。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について次に掲げる行為が

禁止されています。

①自己またはその取締役もしくは執行役、その他役員に類する役職にある者または使用人との間にお

ける取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害

し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除

きます。）。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もし

くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府

令が定めるものを除きます。）。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法

人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者

と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当するものをいいます。以下

④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していること

その他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件

に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取
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引を行うこと。

④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、

運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ

と。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資

者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの

あるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

①定款の変更

委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②取締役の変更

取締役は、株主総会において選任及び解任します。取締役の変更があった場合には、監督官庁に届出

を行います。また、委託会社の常務に従事する取締役が、他の会社の常務に従事し、あるいは事業を

営もうとする場合には、監督官庁の承認が必要となります。

③訴訟事件その他重要事項

有価証券届出書提出日現在、委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与える

と予想される事実はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名　　称 資本金の額 事業の内容

住友信託銀行

株式会社

3,420億円 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融

機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営

法）に基づき信託業務を営んでいます。

※平成22年9月末日現在

(2) 販売会社

当ファンドの委託会社であるクローバー・アセットマネジメント株式会社は、自己が発行した

当ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社

受託会社として、信託財産の管理・処分、信託財産の計算を行い、分配金、解約金及び償還金の

交付、また信託財産に関する報告書を作成し委託会社への交付を行います。なお、当ファンドに

かかる信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託

契約を締結し、所定の事務を委託します。

＜再信託受託者の概要＞

名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金：51,000百万円（平成22年9月末日現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法

律に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集および販売の取扱いを行い、投資信託説明書（交付
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目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・一

時解約金・償還金の支払いに関する事務などを行います。

3【資本関係】

(1) 受託会社

該当事項はありません。

第３【その他】

(1) 目論見書の表紙にロゴマークや図案、またはファンドの形態などを記載することがあります。ま

た、金融商品取引法に基づき、投資家の請求により交付される目論見書（請求目論見書）である旨

を記載することがあります（請求目論見書の場合）。

(2) 目論見書の表紙裏に「金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項」を記載することがありま

す。また、有価証券届出書の内容を記載した目論見書（請求目論見書）は、委託会社のホームペー

ジで閲覧、ダウンロードすることができる旨を記載します。

(3) 目論見書に有価証券届出書本文の主要内容及び有価証券取引に関する約款等を要約し、「目論見

書の概要」として冒頭に記載することがあります。

(4) 本有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」の記載内容について、投資

者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇

所に記載することがあります。

また、「第二部 ファンド情報」の情報の一部をグラフ化して目論見書に記載することがありま

す。

(5) 目論見書の巻末に用語解説等を掲載することがあります。

(6) 交付目論見書には信託約款の主な内容が含まれていますが、信託約款の全文は請求目論見書に掲

載しています。

(7) 目論見書は電子媒体として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

(8) 目論見書は目論見書の別称として次を使用する場合があります。

「投資信託説明書（交付目論見書）」

「投資信託説明書（請求目論見書）」

(9)目論見書に、下記文言を使用することがあります。

・『らくちんファンド』への投資につきましては、下記の点を十分ご理解いただいたうえで、お客

様ご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。

・ファンドは、金融機関の預貯金や保険契約とは商品性が異なり、預金保険及び保険契約者保護の

対象ではありません。

・弊社の販売するファンドは、主に投資信託証券などの値動きのある証券に投資します。また、外

貨建て証券を投資対象とする投資信託証券には為替の変動もあります。なお、組入証券の発行会

社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、価額が下落し、損失を被ることがあります。

したがって、基準価額は変動しますし、購入時の価額を下回ることもあります。

・ファンドに投資することに伴う上記のようなリスクは、お客様のご負担となります。もちろん、

ファンドへの投資による損益も、全てお客様に帰属します。
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独立監査人の監査報告書

平成23年5月17日

クローバー・アセットマネジメント株式会社

取締役会　御中

イ デ ア 監 査 法 人

指定社員
公認会計士 立野　晴朗 印

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理

状況」に掲げられているらくちんファンドの平成22年2月26日から平成23年2月25日までの計算期間の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、らくちんファンドの平成23年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

クローバー・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、

公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

2.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

次へ
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独立監査人の監査報告書

平成22年11月16日

クローバー・アセットマネジメント株式会社

取締役会　御中

イ デ ア 監 査 法 人

指定社員
公認会計士 立野　晴朗 印

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

理状況」に掲げられているクローバー・アセットマネジメント株式会社（旧社名：浪花おふくろ投信株式

会社）の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、クローバー・アセットマネジメント株式会社（旧社名：浪花おふくろ投信株式会社）の平成22年3月31

日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年4月1日に楽知ん投信株式会社及びかいたく投

信株式会社と合併した。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

＊ 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

平成23年5月17日

クローバー・アセットマネジメント株式会社

取締役会　御中

イ デ ア 監 査 法 人

指定社員
公認会計士 立野　晴朗 印

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

理状況」に掲げられているクローバー・アセットマネジメント株式会社の平成22年4月1日から平成23年3

月31日までの第6期事業年度の中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）に係る中間財務

諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対す

る意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう

な重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を

中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結

果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、クローバー・アセットマネジメント株式会社の平成22年9月30日現在の財政状態及び同日

をもって終了する中間会計期間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）の経営成績に関する有用な

情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

＊ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書

平成22年5月13日

クローバー・アセットマネジメント株式会社

取締役会　御中

イ デ ア 監 査 法 人

指定社員
公認会計士 立野　晴朗 印

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理

状況」に掲げられているらくちんファンドの平成21年2月26日から平成22年2月25日までの計算期間の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、らくちんファンドの平成22年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

クローバー・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、

公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

2.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

次へ
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独立監査人の監査報告書

平成21年5月25日

浪花おふくろ投信株式会社

取締役会　御中

イ デ ア 監 査 法 人

指定社員
公認会計士 立野　晴朗 印

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

理状況」に掲げられている浪花おふくろ投信株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第4期

事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、浪花おふくろ投信株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

＊ 上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

当社が別途保管しております。
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